
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に制御可能に構成された液晶層と、該液晶層を挟んで両側に設けられた一対の偏
光層とを備え
　
　

【請求項２】
　前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δｎｄが、１．０（μｍ）以
上であることを特徴とする請求項１に記載の視角制御素子。
【請求項３】
　前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δｎｄが、８．０（μｍ）以
下であることを特徴とする請求項１に記載の視角制御素子。
【請求項４】
　前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δｎｄが、２．０（μｍ）以
上５．０（μｍ）以下であることを特徴とする請求項１に記載の視角制御素子。
【請求項５】
　前記一対の偏光層の間に、位相差層が設けられていることを特徴とする請求項１ないし

のいずれか１項に記載の視角制御素子。
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、
前記一対の偏光層の光軸が互いに略平行に配置され、
前記液晶層が略１８０°にツイスト配向した液晶分子を含んでおり、

　前記偏光層側に位置する前記液晶分子が、当該偏光層の光軸と略平行に配向しているこ
とを特徴とする視角制御素子。

４



【請求項６】
　前記位相差層が、前記液晶層を挟んで両側にそれぞれ配置されていることを特徴とする
請求項 に記載の視角制御素子。
【請求項７】
　前記位相差層が、自身を透過する光の層厚方向成分に対して主に位相差を付与する光学
特性を有していることを特徴とする請求項 又は に記載の視角制御素子。
【請求項８】
　請求項１ないし のいずれか１項に記載の視角制御素子と、表示素子とを備え、前記視
角制御素子により前記表示素子の視角を調整可能とされたことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　前記表示素子が液晶表示素子とされ、該液晶表示素子の前面又は背面に前記視角制御素
子が配設されていることを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記視角制御素子の液晶表示素子側の偏光層が、前記液晶表示素子の偏光層として機能
することを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記液晶表示素子の視角制御素子配設面に設けられた偏光層の光軸と、該視角制御素子
の偏光層の光軸とのずれを調整する旋光手段が、前記液晶表示素子と視角制御素子との間
に設けられていることを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記旋光手段が、１／２波長板であることを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記旋光手段が、ツイスト配向の液晶を有することを特徴とする請求項 に記載の表
示装置。
【請求項１４】
　前記表示素子が、ＥＬ表示素子とされ、該ＥＬ表示素子と前記視角制御素子との間に

特徴とする請求項 に
記載の表示装置。
【請求項１５】
　請求項１ないし のいずれか１項に記載の視角制御素子を備えたことを特徴とする電子
機器。
【請求項１６】
　請求項 ないし のいずれか１項に記載の表示装置を備えたことを特徴とする電子機
器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視角制御素子、表示装置、及び電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ワードプロセッサやコンピュータ等に備えられた画像表示装置は、画面上に
種々の情報を表示するとともに、操作者の操作結果を表示するようになっており、この種
の画像表示装置には、表示の明るさ、コントラスト比、視野角の広さ等が要求され、これ
らの特性が高いほど作業が行いやすく、また作業による疲労を低減することができる。そ
の一方で、近年、作業内容の秘密性が高い場合や、列車、バス等の公共交通機関内等の公
共の場所でコンピュータや携帯電話機等を使用する場合に、操作者以外の周囲の人間に対
して表示画像を隠蔽する手段を備えた画像表示装置に対する要求が高まっている。このよ
うな用途においては、高い表示性能を備えていても、使用する場所が制約されたり、周囲
に気を配りながら使用することとなり、使用上の不都合が生じることがある。そこで、表
示画像の秘匿性向上を目的として、表示装置の視野角を制限する光学素子やこれを備えた
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表示装置が提案されている（例えば、特許文献１、非特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２―２９７０４４号公報
【特許文献２】住友スリーエム株式会社、”ライトコントロールフィルム”、［ online］
、［平成１５年２月５日検索］、インターネット、 <URL:http://www.mmm.co.jp/display/
light>
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に記載の表示装置や、非特許文献１に記載のフィルムでは、液晶パネル
等の表示素子の前面に、狭視角の光学フィルムを貼着することで上記視野角の制限を行う
ようになっている。しかし、これらの光学フィルムを貼着する構成では、常時狭い視野角
で作業を行うこととなり、また正面視における表示輝度もやや暗くなるため、表示画像の
秘匿性を向上させる代わりに、通常の使用形態における使用感の低下を避けられない。
【０００４】
　本発明は、上記課題を解決するために成されたものであって、透過光の輝度を損なうこ
となく、高い情報秘匿性を得ることができ、かつ情報秘匿性の要否に応じた動的な視角の
変更が可能な視角制御素子を提供することを目的としている。
　また、本発明は正面視における表示特性を損なうことなく高い情報秘匿性を実現すると
ともに、情報秘匿性の要否に応じた動的な視角の変更が可能な表示装置を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の視角制御素子は、電気的に制御可能に構成された液晶層と、該液晶層を挟んで
両側に設けられた一対の偏光層とを備えることを特徴とする。
　この構成によれば、視角制御素子を透過する光の射出角度を、上記液晶層に対して印加
する電圧により自在に調整することができるので、係る視角制御素子を表示素子等の表示
媒体の前面に配置するならば、その視角範囲を自在に拡大、縮小することが可能である。
【０００６】
　本発明の視角制御素子では、前記一対の偏光層の光軸が互いに略平行に配置されている
ことが好ましい。このような構成とすることで、正面視における高い透過性を保持するこ
とが容易になる。
【０００７】
　本発明の視角制御素子では、前記液晶層が略１８０°にツイスト配向した液晶を含んで
おり、 液晶分子が、当該偏光層の光軸と略平行に配向しているこ
とが好ましい。このような構成とすることで、前記ツイスト配向液晶を含む液晶層の光学
特性を効率的に利用した、良好な視角制御機能を奏する視角制御素子とすることができる
。
【０００８】
　本発明の視角制御素子は、前記液晶層の配向軸と、前記偏光層の吸収軸とが、略直交し
て配置されていることを特徴とする。このような構成とすることで、広視角時には全方位
で高い透過率が得られ、狭視角時には特定方位の透過率を効果的に低下させることができ
るので、特に表示素子に配設する視角制限素子として好適な視角制御素子を提供すること
ができる。
【０００９】
　本発明の視角制御素子は、前記液晶層の配向軸と、前記偏光層の吸収軸とが、略平行に
配置されていることを特徴とする。このような構成によっても、広視角時には全方位で高
い透過率が得られ、狭視角時には特定方位の透過率を効果的に低下させることができるの
で、特に表示素子に配設する視角制限素子として好適な視角制御素子を提供することがで
きる。
【００１０】

10

20

30

40

50

(3) JP 3823972 B2 2006.9.20

前記偏光層側に位置する



　本発明の視角制御素子は、前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δ
ｎｄが、１．０（μｍ）以上であることを特徴とする。液晶層のΔｎｄを上記範囲とする
ことで、視角制御素子正面方向の透過率を高くすることができ、表示素子の前面に配置し
た場合に正面視が明るい表示装置を構成することが可能になる。
【００１１】
　本発明の視角制御素子は、前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δ
ｎｄが、８．０（μｍ）以下であることを特徴とする。このような構成とすることで、視
角制限時において十分な視角範囲が得られる。また上記液晶層を比較的低電圧で駆動した
場合にも、良好に透過光の射出角度を制御することができ、視角制御素子の消費電力を低
減できる。
【００１２】
　本発明の視角制御素子は、前記液晶層の屈折率異方性Δｎと、液晶層の厚さｄとの積Δ
ｎｄが、２．０（μｍ）以上５．０（μｍ）以下であることを特徴とする。このような範
囲とすることで、視角制御素子正面において高い透過率が得られるとともに、低電圧で駆
動した場合にも適切に透過光の出射角度を制御できる視角制御素子を提供することができ
る。
【００１３】
　本発明の視角制御素子では、前記一対の偏光層の間に、位相差層が設けられている構成
とすることができる。このような構成とすることで、さらなる視角制限機能の向上を実現
できる。
【００１４】
　本発明の視角制御素子では、前記位相差層が、前記液晶層を挟んで両側にそれぞれ配置
されていることが好ましい。前記位相差層をこのように配置するならば、視角制限機能を
さらに向上させることができる。
【００１５】
　本発明の視角制御素子では、前記位相差層が、自身を透過する光の層厚方向成分に対し
て主に位相差を付与する光学特性を有していることが好ましい。この構成によれば、当該
視角制御素子を表示装置等の前面側に配するに際して、視角特性の対称性等、面方向の位
相差を考慮する必要が無くなり、前記表示装置等の光学設計が容易になる。
【００１６】
　本発明の表示装置は、先のいずれかに記載の視角制御素子と、表示素子とを備え、前記
視角制御素子により前記表示素子の視角を調整可能とされたことを特徴とする。この構成
によれば、前記視角制御素子による透過光の射出角度制御機能により、その視角を自在に
制御可能な表示装置とすることができる。従って、高い情報秘匿性が必要とされる状況に
あっては視角制御素子を狭視角化して第３者に対する情報の隠蔽を効果的に行うことがで
き、それ以外の状況では視角制御素子を広視角化することで、操作者が良好に視認できる
表示が可能な、極めて使い勝手のよい表示装置を提供することができる。
【００１７】
　本発明の表示装置は、前記表示素子が液晶表示素子とされ、該液晶表示素子の前面又は
背面に前記視角制御素子が配設されていることを特徴とする。この構成によれば、高い情
報秘匿性が必要とされる状況にあっては視角制御素子を狭視角化して第３者に対する情報
の隠蔽を効果的に行うことができ、それ以外の状況では視角制御素子を広視角化すること
で、操作者が良好に視認できる表示が可能な、極めて使い勝手のよい液晶表示装置を提供
することができる。
【００１８】
　本発明の表示装置は、前記視角制御素子の液晶表示素子側の偏光層が、前記液晶表示素
子の偏光層として機能することを特徴とする。この構成によれば、別々に用意した視角制
御素子と液晶表示素子とを組み合わせて表示装置を構成するのに比して、表示装置を薄型
化することができる。また、部品点数を少なくできるので製造コストの低減にも寄与する
。
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【００１９】
　本発明の表示装置は、前記液晶表示素子の視角制御素子配設面に設けられた偏光層の光
軸と、該視角制御素子の偏光層の光軸とのずれを調整する旋光手段が、前記液晶表示素子
と視角制御素子との間に設けられていることを特徴とする。
　この構成によれば、視角制御素子の偏光層の光軸と、液晶表示素子の光軸とがずれてい
る場合にも前記旋光手段により一方の偏光層を透過した光を、他方の偏光層の光軸と平行
な偏光方向を有する光に変換して入射させることができるので、視角制御素子と液晶表示
素子との間で光の吸収が生じるのを防止でき、明るい表示が得られる表示装置を提供する
ことができる。
【００２０】
　本発明の表示装置では、前記旋光手段が、１／２波長板である構成、あるいは前記旋光
手段が、ツイスト配向の液晶を有する構成を適用できる。これらの構成により視角制御素
子と液晶表示素子との間で光の吸収が生じるのを防止でき、明るい表示が得られる表示装
置を提供することができる。
【００２１】
　本発明の表示装置は、前記表示素子が、ＥＬ表示素子とされ、該ＥＬ表示素子と前記視
角制御素子との間に
特徴とする。
　このような構成とすることで、視角制御素子の偏光層と位相差層との作用によりＥＬ表
示素子の鏡面効果を防止することができ、高品質の表示が得られる。
【００２２】
　本発明の電子機器は、先に記載の本発明の視角制御素子を備えたことを特徴とする。
　また本発明の電子機器は、先に記載の本発明の表示装置を備えたことを特徴とする。
　これらの電子機器によれば、先の本発明の視角制御素子又は表示装置を備えたことで、
前記視角制御素子の視角制御機能によって情報の視認状態を自在に制御することができる
ので、第３者に対しては情報の秘匿を容易に行うことができ、操作者に対しては良好な情
報視認性を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明するが、以下で参照する各図面にお
いては、図面を見やすくするため、各構成要素の膜厚や寸法の比率などを適宜異ならせて
示している。
【００２４】
　（第１の実施の形態）
　図１（ａ）は、本発明に係る視角制御素子の基本構成を示す模式断面図であり、図１（
ｂ）は、同、構成例を示す模式断面図であり、図２は、同、基本構成を平面的に示す構成
図である。図１（ａ）に示すように、本実施形態の視角制御素子１０は、一対の偏光層１
１，１３と、それらに挟まれた液晶層１２とを備えた基本構成とされている。また、図２
に示すように偏光層１１，１２の透過軸１１ｐ、１３ｐは、互いに平行に配置されており
、液晶層１２は１８０°ツイスト配向した液晶から構成されている。そして、偏光層１１
に隣接する液晶分子の配向方向１２ｒ１と、偏光層１１の透過軸１１ｐとが互いに平行に
配置され、偏光層１３に隣接する液晶分子の配向方向１２ｒ２と、偏光層１３の透過軸１
３ｐとが互いに平行に配置されている。また、液晶層１２は、その配向状態を電気的に制
御可能に構成され、ツイスト配向状態の液晶層１２に電界を印加することで、それ以外の
配向状態へ移行させることができるようになっている。
【００２５】
　本実施形態の視角制御素子１０は、例えば図１（ｂ）に示す構成とすることができる。
図１（ｂ）に示す視角制御素子２０は、互いに対向して配置された一対の基板２４，２５
の間に液晶層１２が挟持されており、基板２４，２５の外面側にそれぞれ偏光板（偏光層
）２１，２３が配設されている。また、基板２４の内面側（液晶層１２側）に、液晶層１
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２への電圧印加手段としての電極層２６、液晶層１２の初期配向を規制する配向規制手段
としての配向膜２７が順次形成され、基板２５の内面側（液晶層１２側）に、電圧印加手
段としての電極層２８、配向規制手段としての配向膜２９が順次形成されている。
【００２６】
　基板２４，２５には、ガラスやプラスチック等の透光性基板を用いることができ、電極
層２６，２８は、例えばＩＴＯ等の透明導電材料で構成することができる。配向膜２７，
２９はポリイミド等の有機材料や、酸化珪素等の無機材料で構成することができる。配向
膜２７，２９をポリイミド膜で構成する場合には、それらのラビング方向と、偏光板２１
，２３の透過軸とが平行となるように配置される。
　また、偏光板２１，２３は、基板２４，２５の内面側（液晶層１２側）に偏光層として
形成することもでき、偏光板２１，２３自体を基板として用いて構成することもできる。
【００２７】
　上記構成の視角制御素子２０では、配向膜２７，２９により液晶層１２が１８０°ツイ
ストの配向状態に規制されており、電極層２６，２８間に印加される電圧により液晶層１
２の配向状態を変化させることで透過光の視角特性を制御することができるようになって
いる。
【００２８】
　本発明者は、上記構成の視角制御素子２０により透過光の射出角度制御が可能であるこ
とを検証しており、図３及び図４を参照してその検証結果を説明する。
図３、図４は、視角制御素子２０の透過率を、測定角度を変えて測定した分布図である。
測定方法は、図１（ｂ）に示す視角制御素子２０の背面側（図示下面側）に面状光源を配
置するとともに、視角制御素子２０の図示上方に検出器を配置し、前記面状光源を点灯さ
せた状態で検出器の測定角度（視角制御素子２０法線方向を０°とする）を変化させなが
ら、視角制御素子２０の透過率を測定した。
また、図３は、図１（ｂ）に示す電極層２６，２８に電圧を印加していない状態、図４は
、前記電極層２６，２８に電圧を印加して液晶層１２の液晶分子を基板２４，２５にほぼ
垂直に配向させた状態でそれぞれ測定を行った結果を示している。また、図３、図４中、
符号Ａで示す領域が最も透過率が高い領域であり、符号Ｂ，Ｃ，Ｄで示す領域は、この順
で透過率が低くなっている。
【００２９】
　図３に示すように、電極層２６，２８に電圧を印加していない状態では、視角制御素子
２０の正面から上下に約６０°、左右に約４０°の範囲で全方位に渡り高い透過率が得ら
れている。また図４に示す電極層に電圧を印加した状態では、正面から上下方向での透過
率分布は、図３とほぼ同様であるが、正面から左右方向の高角側における透過率が図３に
示す状態より低下している。これらの分布図から、本実施形態の視角制御素子２０では、
電極層２６，２８への電圧印加状態を切り替えることにより、視角制御素子２０正面から
上下方向での明るさを損なうことなく、左右方向の透過光の射出角度を狭めることができ
ることが分かる。
【００３０】
　このように、本実施形態の視角制御素子によれば、射出角度に対する透過率の分布を液
晶層への電圧印加状態の調整により自在に拡大、縮小させることができるので、係る視角
制御素子を透過させた状態で種々の情報を表示するならば、前記情報を視認できる視角範
囲を自在に変化させることができ、第３者に対して効果的に情報を秘匿しつつ、観察者は
良好な表示を享受することができる。
【００３１】
　尚、上記実施の形態では、偏光層１１，１３の透過軸１１ｐ，１３ｐと、液晶層の偏光
層と隣接する液晶分子の配向方向１２ｒ１，１２ｒ２とが、それぞれ互いに平行である場
合について説明したが、視角制御素子の製造上これらの軸や配向方向の配置については、
実用上の問題が生じることがなければ、平行配置からずれていても構わない。すなわち、
透過率の射出角度範囲の制御性や、素子正面の透過率が著しく損なわれる等の問題が生じ
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ない範囲で上記透過軸と液晶分子との配置を調整できる。具体的には、透過軸１１ｐと液
晶分子の配向方向１２ｒ１との成す角度、及び透過軸１３ｐと液晶分子の配向方向１２ｒ
２との成す角度は、±５°の範囲内であれば、実用上問題は生じない。また、液晶層１２
の液晶のツイスト角も、１８０°±１０°の範囲内であれば実用上の問題は生じない。
【００３２】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について図５ないし図７を参照して説明する。図５は
、本実施形態の視角制御素子の平面構成を示す図である。本実施形態の視角制御素子３０
の基本構成は、図１（ａ）に示した第１の実施形態の視角制御素子１０と同様であるが、
図５に示すように、偏光層１１の透過軸１１ｐ、偏光層１３の透過軸１３ｐが互いに平行
に配置され、液晶層１２の偏光層１１と隣接する液晶分子の配向方向１２ｒ１及び偏光層
１３と隣接する液晶分子の配向方向１２ｒ２とは、直交する向きに配置されている。
　本実施形態の視角制御素子３０の具体的な構成例としては、図１（ｂ）に示す構成を適
用することができる。すなわち、図１（ｂ）に示す構成例において、偏光板２１，２３の
透過軸を第１実施形態における配置から９０°回転させることで図５に示す基本構成を備
えた視角制御素子とすることができる。
【００３３】
　本発明者は、本実施形態の構成についても、先の第１実施形態と同様に、視角制御素子
の透過率の角度分布を測定しており、その測定方法は第１の実施形態と同様である。図６
は、液晶層に電圧が印加されていない状態の測定結果であり、図７は、液晶層に電圧を印
加した状態（液晶分子が偏光層１１，１３に垂直に配向された状態）の測定結果である。
また、図６及び図７に示す各領域Ａ～Ｄの図６に示すように、偏光層１１，１３を、隣接
する液晶分子の遅相軸と平行に配置した場合にも、液晶層に電圧が印加されていない状態
における透過光の射出角度分布は、図３に示す分布と同様に、高透過率の領域Ａが広い角
度範囲で得られており、図７に示す液晶層に電圧を印加した状態では、高透過率の領域Ａ
が図６に示す分布に比して大幅に狭くなっている。従って、本実施形態の構成を備えた視
角制御素子によっても、透過光の視角範囲を自在に拡大、縮小することが可能である。
【００３４】
　（第３の実施の形態）
　本発明者は、先の実施形態の視角制御素子２０において、正面視における表示輝度（透
過率）を最適化するために、視角制御素子２０の液晶層１２を構成する液晶のリタデーシ
ョンΔｎｄを変化させて、視角制御素子２０正面における透過率の測定を行った。図８は
その測定結果を示すグラフであり、横軸はΔｎｄ（μｍ）、縦軸は明るさ（透過率）を示
している。図８に示すように、視角制御素子３０正面における明るさは、Δｎｄに対して
周期的な昇降を繰り返しつつ、徐々に増加する。そして、同図から、Δｎｄを１以上とす
れば、視角制御素子正面において十分な明るさが得られることが分かる。また、Δｎｄを
２以上とするならば、Δｎｄを変化させても明るさはほとんど変化しなくなるため、正面
視明るさの安定性の点で好ましい。
【００３５】
　さらに本発明者は、液晶層１２のΔｎｄを変化させることによる、先の視角制限効果（
液晶層１２に電圧を印加することによる狭視角化効果）の変化についても検証している。
図９は、Δｎｄが１．０～８．０（μｍ）の８種類の液晶層１２について、視角制御素子
２０正面から左右方向における明るさ（透過率）を測定した結果を示すグラフであり、横
軸は視角制御素子２０正面から左右方向での測定角度を示し、縦軸は明るさ（透過率）を
示している。また、測定に際して液晶層１２には７Ｖの電圧を印加している。図９に示す
ように、本発明に係る視角制御素子２０では、液晶層１２のΔｎｄを大きくするほど、明
るい角度範囲が狭くなり、視角制限効果が大きくなる。その一方で、Δｎｄを大きくする
ほど、明るさの対称性（０°を中心とする）が損なわれる傾向にあり、特に正の視角側２
０°～３０°付近で明るさが上昇している。従って、視角制限時において十分な視角を確
保し得るΔｎｄの範囲としては８．０μｍ以下であり、明るさの対称性も得られるΔｎｄ
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の範囲としては５．０μｍ以下である。
【００３６】
　尚、上記明るさの非対称性は、液晶層１２のΔｎｄの上昇によって液晶層１２の電圧印
加に対する配向変化量が小さくなったためである。従って、視角制御素子２０の消費電力
を考慮する必要がない場合には、液晶層１２に対してより高い電圧を印加するようにして
、明るさの対称性を確保すれば、５μｍ以上のΔｎｄを有する液晶を用いた場合にも良好
な視角制限効果を得ることができる。
【００３７】
　（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について図１０及び図１１を参照して説明する。図１０
及び図１１は、先の実施形態の視角制御素子２０を備えた表示装置を示す模式構成図であ
り、図１０は、視角制御素子２０を表示素子３５ａの前面側（観察者Ｏ側）に配設した例
を示し、図１１は、視角制御素子２０を表示素子３５ｂの背面側（観察者Ｏと反対側）に
配設した例を示している。
【００３８】
　まず、図１０に示す表示装置では、表示素子３５ａの表示光Ｌを、視角制御素子２０を
透過させて観察者Ｏに対して表示を行うようになっている。そして、先の実施形態の視角
制御素子２０の液晶層１２を電気的に制御することにより、表示光Ｌの射出角度（すなわ
ち視角）を自在に拡大、縮小することができるようになっている。従って、本実施形態の
表示装置によれば、視角制御素子２０により表示光Ｌを狭視角化した状態においては、第
３者に対する表示情報の秘匿が極めて容易に行え、かつこのような情報の秘匿が必要な状
況においては、視角制御素子２０による視角制御を行わないようにすることで、良好な視
認性が得られるようになっている。
【００３９】
　上記表示素子３５ａとしては、ＣＲＴ（ブラウン管）表示素子、ＥＬ（エレクトロルミ
ネッセンス）表示素子、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）等の発光型の表示素子や
、液晶表示素子等の光シャッター型の表示素子を用いることができる。図１０に示すよう
に、視角制御素子２０を表示素子３５ａ前面に配設する場合には、表示素子３５ａとして
発光型の表示素子、あるいは広視角の液晶表示素子を用いる場合に特に有効である。
【００４０】
　次に、図１１に示す表示装置では、光源等から供給された光をあらかじめ視角制御素子
２０で視角制御した後に、表示素子３５ｂに入射させ、観察者Ｏに対して表示を行うよう
になっている。本実施形態の場合、表示素子３５ｂとしては、液晶表示素子等の光シャッ
ター型の表示素子を用いる。この構成では、表示素子３５ｂが観察者Ｏからみて最前面に
配置されるため、視差等がなく鮮明な表示が得られるという利点がある。
【００４１】
　（第５の実施の形態）
　次に、図１２及び図１３を参照して本発明の第５の実施形態を説明する。図１２に示す
表示装置は、図示上側から偏光層１１、液晶層１２、偏光層１３ａ、液晶層３６、偏光層
３８を順次積層した構成を備えている。すなわち、図示上側の偏光層１１，１３ａと、そ
れらの間に挟持された液晶層１２とが、先の第１実施形態の視角制御素子１０と同等の機
能を備えた視角制御素子を構成し、図示下側の偏光層１３ａ、３８と、それらの間に挟持
された液晶層３６とが、液晶表示素子を構成している。従って、前記視角制御素子と液晶
表示素子とは、偏光層１３ａを共有している。尚、本実施形態では、液晶表示素子を液晶
層３６及びこれを挟持する偏光層３８，１３ａのみからなるものとして模式的に示してい
るが、実際には、液晶の配向を駆動制御するための配向膜や電極、位相差層等を含むもの
であるのは勿論である。
【００４２】
　上記構成の表示装置は、図示下側（偏光層３８外面側）から入射した光源等の光Ｌを、
液晶層３６により変調して画像を構成する表示光を生成し、次いで液晶層１２に入射した
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表示光の射出角度（視角）を制御するようになっている。このような構成とすることで、
別々の部材として用意した視角制御素子と液晶表示素子とを積層して表示装置を構成する
場合に比して、表示装置の薄型化、及び部品点数の削減を実現でき、また偏光層を透過す
ることによる表示光の減衰も抑えることができるため、明るく、薄型の表示装置を低コス
トで提供することが可能になる。
【００４３】
　次に、図１３に示す表示装置は、図示上側から偏光層３８、液晶層３６、偏光層１１ａ
、液晶層１２、偏光層１３を順次積層した構成を備えている。すなわち、図示下側の偏光
層１１ａ、１３と、それらの間に挟持された液晶層１２とが、先の第１実施形態の視角制
御素子１０と同等の機能を備えた視角制御素子を構成し、図示上側の偏光層３８，１１ａ
とそれらの間に挟持された液晶層３６とが、液晶表示素子を構成している。従って、前記
液晶表示素子と視角制御素子とは、偏光層１１ａを共有している。尚、本実施形態では、
液晶表示素子を液晶層３６及びこれを挟持する偏光層１１ａ，３９のみからなるものとし
て模式的に示しているが、実際には、液晶の配向を駆動制御するための配向膜や電極、位
相差板等を含むものであるのは勿論である。
【００４４】
　上記構成の表示装置は、図示下側（偏光層１３外面側）から入射した光源等の光Ｌを、
まず液晶層１２により射出角度（視角）の制御を行った後、液晶層３６に入射させ、係る
液晶層３６により変調することで表示光を生成して観察者Ｏに対して表示を行うようにな
っている。このような構成とした場合にも、別々の部材として用意した視角制御素子と液
晶表示素子とを積層して表示装置を構成する場合に比して、表示装置の薄型化、及び部品
点数の削減を実現でき、また偏光層を透過することによる表示光の減衰も抑えることがで
きるため、明るく、薄型の表示装置を低コストで提供することが可能になる。
【００４５】
　（第６の実施の形態）
　次に、本発明の第６の実施形態について図１４を参照して説明する。図１４にその断面
構造を示す本実施形態の表示装置は、表示素子３７としてＥＬ表示素子を備えており、こ
のＥＬ表示素子３７上に、円偏光層１３ｂと、液晶層１２と、偏光層１１とを積層配置し
た視角制御素子を配設した構成を備えている。前記ＥＬ表示素子３７上に配置された視角
制御素子は、その一方の面に円偏光層１３ｂが設けられている以外は、先の第１実施形態
の視角制御素子１０と同等の機能を備えている。そして、ＥＬ表示素子３７からの表示光
Ｌを上記視角制御素子に入射させ、係る視角制御素子により視角制御を行った後に観察者
Ｏに到達させることで、表示を行うようになっている。
【００４６】
　上記構成の表示装置において、ＥＬ表示素子３７と液晶層１２との間に設けられている
円偏光層１３ｂは、ＥＬ表示素子の鏡面効果を打ち消す作用を奏し、もって表示装置の視
認性を向上させる効果を奏するものである。この円偏光層１３ｂとしては、例えば位相差
層と、偏光層とを積層した光学フィルム等を用いることができ、本構成においては、ＥＬ
表示素子３７側に前記位相差層が配置され、液晶層１２側に上記偏光層が配置される。
【００４７】
　（第７の実施の形態）
　次に、本発明の第７の実施形態を図１５ないし図１７を参照して説明する。図１５に断
面構造を示す本実施形態の表示装置は、偏光層１１，１３と、それらの間に挟持された液
晶層１２とを備えた視角制御素子１０と、偏光層３８，３９と、それらの間に挟持された
液晶層３６をと備えた液晶表示素子３５とが、旋光素子（旋光手段）４０を介して積層配
置されたものである。本実施形態の表示装置では、視角制御素子１０に入射した光源等の
光Ｌを、視角制御素子１０により視角制御した後、旋光素子４０に入射させる。そして、
この旋光素子４０により前記光Ｌの偏光方向を回転させて、液晶表示素子３５の偏光層３
８の透過軸と前記偏光方向を一致させた状態で液晶表示素子３５に入射させるようになっ
ている。
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従って、本実施形態の表示装置によれば、視角制御素子１０を透過した光Ｌが液晶表示素
子３５に入射する際に偏光層３８による吸収が生じないので、明るい表示が可能である。
【００４８】
　本実施形態の表示装置では、視角制御素子１０の偏光層の透過軸の方向を、液晶表示素
子３５の透過軸の方向によらず任意の方向にすることができるため、例えば液晶表示素子
３５の偏光層３８，３９の配置を、高コントラストの表示が得られる向きに合わせたとし
ても、視角制御を行うための視角制御素子１０の偏光層１１，１３の向きを、適切に視角
制御が行える方向に合わせることができ、高品質の表示と、優れた視角制御機能とを両立
させることができる。
【００４９】
　尚、本実施形態では、視角制御素子１０を、観察者Ｏからみて液晶表示素子３５の背面
側に配置した場合について説明したが、これら視角制御素子１０と、液晶表示素子３５と
の位置関係は逆でも構わない。より鮮明な表示を得るためには、本実施形態のように液晶
表示素子３５を観察者Ｏ側に配置する方が好ましいが、視角制御素子１０による視角制御
が、液晶表示素子３５による光変調よりも先に行われるため、高角側での表示がやや暗く
なるので、表示の明るさと鮮明さとを勘案して液晶表示素子３５と視角制御素子１０の配
置を決定するのがよい。以下、これらの配置による視角特性の違いを図面を参照して説明
する。
【００５０】
　図１６及び図１７は、本実施形態の表示装置の透過率を、測定角度を変えて測定した分
布図である。測定方法は、先の第１実施形態と同様である。図１６は液晶層１２に電圧を
印加していない状態、図１７は液晶層１２に電圧を印加した状態における測定結果である
。これらの図に示すように、本実施形態の表示装置においても、液晶層１２への電圧印加
状態を切り替えることで、広視角、狭視角の表示の切り替えを容易に行うことができる。
これに対して、視角制御素子１０を液晶表示素子３５との前面側（観察者Ｏ側）に配置し
た場合には、図３，４に示すような視角特性が得られるので、図３と図１６とを比較する
と、電圧無印加状態では、視角制御素子１０を液晶表示素子３５の前面側に配置した方が
、広い視角範囲で明るい表示が得られる。ただし、視角制御素子１０を前面側に配置する
ことにより表示の鮮明度は低下する。
【００５１】
　本実施形態に係る旋光素子４０としては、例えば、面内位相差を有する位相差フィルム
、あるいはこの位相差フィルムの積層体により構成される１／２波長板を用いることがで
きる。
　また前記旋光素子４０は、素子の厚さ方向でねじれ構造を有する液晶を備えたものとす
ることもできる。この場合には、前記ねじれ構造のツイスト角度は、視角制御素子１０の
偏光層１１の光軸方向と、液晶表示素子３５の偏光層３８の光軸方向との成す角度とされ
、上記液晶のΔｎｄ（μｍ）は、前記偏光層１１、３８の光軸どうしの成す角度の１／２
００より大きくされる。
【００５２】
　（第８の実施の形態）
　次に、本発明の第８の実施形態を図１９ないし図２１を参照して説明する。図１９に断
面構造を示す本実施形態の視角制御素子は、偏光層１１，１３と、それらの間に挟持され
た位相差層１４，１５及び液晶層１２とを備えており、先の実施形態と同様に、例えば液
晶表示素子２０の前面側に配設可能なものである。液晶層１２は、１８０°ツイスト配向
した液晶からなり、偏光層１１，１３の透過軸は互いに平行である。また、液晶層１２の
偏光層１１側の液晶分子は、偏光層１１の透過軸と平行に配置され、偏光層１３側の液晶
分子は、偏光層１３の透過軸と平行に配置されている。つまり本実施形態の視角制御素子
５０は、位相差層１４，１５を設けた以外は、上記第１の実施形態の視角制御素子と同様
の構成を備えている。
【００５３】
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　上記位相差層１４，１５としては、特にその面方向に位相差を有しておらず、層厚方向
にのみ位相差を有しており、層厚方向の屈折率が面方向の屈折率より小さい位相差フィル
ム（膜厚方向に光軸を有する位相差フィルム、いわゆるＣプレート）を用いることが好ま
しい。このような位相差層の層厚方向の屈折率を具体的に示すと、位相差フィルムの面方
向の屈折率をｎｘ，ｎｙ、層厚（鉛直）方向の屈折率をｎｚとしたときに、層厚方向の位
相差が、層厚ｄ×（（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ）である。
　また、このような位相差フィルムを用いることで、偏光層１１，１３との光軸合わせが
不要になり、製造容易性が向上するという利点も得られる。
【００５４】
　また本実施形態では、最も好ましい位相差層１４，１５の配置形態として、液晶層１２
を挟んで両側に位相差層１４，１５をそれぞれ配置した形態を示したが、前記配置形態は
これに限定されるものではない。すなわち、液晶層１２と偏光層１１との間に単一の位相
差層１４を設けてもよく、液晶層１２と偏光層１１との間に２層の位相差層１４，１５を
重ねて配置してもよい。２層以上の位相差層を用いるならば、視角の制限範囲を拡大でき
るとともに、面方向の位相差を互いに補償して視角特性の対称性を向上させることができ
る。さらに場合によっては、３層以上の位相差層を設けた形態も適用できる。
【００５５】
　上記構成を備えた本実施形態の視角制御素子５０では、上記位相差層１４，１５が設け
られていることで、特に視角制限時の視角範囲を狭めることができるようになっている。
図２０は、本実施形態の視角制御素子５０を、先の液晶表示素子２０の前面側に配した状
態で測定した透過率分布を示す図であり、図２１は、第１実施形態に係る視角制御素子１
０の液晶層のΔｎｄを２．０とした場合の透過率分布を比較のために示す図である。図２
０及び図２１において符号Ｅを付して示す白抜きの領域は、透過率（明るさ）が正面方向
（分布図の中心）の透過率の１０％以下となる領域であり、従ってこれらの領域Ｅでは、
背面側の液晶表示素子２０の表示内容をほぼ認識できない程度に暗く表示される。
【００５６】
　図２０及び図２１に示した透過率分布の測定方法は、先の第１実施形態と同様であり、
測定に際して用いた偏光層１４，１５は、層厚方向に２００ｎｍの位相差を有するＣプレ
ートである。２つの透過率分布の比較から明らかなように、偏光層１１，１２の内側に位
相差層１４，１５を備えた視角制御素子５０（図２０）を備えた表示装置の方が、先の実
施形態の視角制御素子１０を備えた表示装置に比して上記領域Ｅが広くなっており、より
広い視角範囲の表示を隠蔽でき、優れた視角制御性を備えていることが分かる。
【００５７】
　（電子機器）
　図１８は、本発明に係る電子機器の一例を示す斜視図である。この図に示す携帯電話１
３００は、本発明の表示装置を小サイズの表示部１３０１として備え、複数の操作ボタン
１３０２、受話口１３０３、及び送話口１３０４を備えて構成されている。
　上記各実施の形態の表示装置は、上記携帯電話に限らず、電子ブック、パーソナルコン
ピュータ、ディジタルスチルカメラ、液晶テレビ、ビューファインダ型あるいはモニタ直
視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワ
ードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた
機器等々の画像表示手段として好適に用いることができ、いずれの電子機器においても、
広視角、狭視角の切替を極めて容易に行うことができ、情報秘匿性に優れ、かつ高品質の
表示が可能になっている。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図１（ａ）は、第１実施形態の視角制御素子の基本構成を示す模式断面図、図１
（ｂ）は、同、構成例を示す模式断面図。
【図２】図２は、同、基本構成を平面的に示す構成図。
【図３】図３は、同、視角制御素子の透過率分布を示す図。
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【図４】図４は、同、視角制御素子の透過率分布を示す図。
【図５】図５は、第２実施形態の視角制御素子の平面構成図。
【図６】図６は、同、視角制御素子の透過率分布を示す図。
【図７】図７は、同、視角制御素子の透過率分布を示す図。
【図８】図８は、第３実施形態における視角制御素子の明るさのΔｎｄ依存を示すグラフ
。
【図９】図９は、同、透過率分布のΔｎｄ依存を示すグラフ。
【図１０】図１０は、第４実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１１】図１１は、第４実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１２】図１２は、第５実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１３】図１３は、第５実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１４】図１４は、第６実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１５】図１５は、第７実施形態の表示装置を示す構成図。
【図１６】図１６は、同、表示装置の透過率分布を示す図。
【図１７】図１７は、同、表示装置の透過率分布を示す図。
【図１８】図１８は、本発明に係る電子機器の一例を示す斜視図。
【図１９】図１９は、第８実施形態の表示装置を示す構成図。
【図２０】図２０は、同、表示装置の透過率分布を示す図。
【図２１】図２１は、第１実施形態に係る表示装置（Δｎｄ＝２．０）における透過率分
布を示す図。
【符号の説明】
【００５９】
　１０，２０，５０　視角制御素子、１１，１３　偏光層、１２　液晶層、１４，１５　
位相差層、２１　偏光板、３５，３５ａ，３５ｂ，３７　表示素子、４０　旋光素子（旋
光手段）
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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